
介護職員処遇改善実績報告書について介護職員処遇改善実績報告書について
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はじめに

・・・・介護職員処遇改善加算と介護職員処遇改善加算と介護職員処遇改善加算と介護職員処遇改善加算とはははは

平成平成平成平成23232323年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効
果を継続する観点から、当該交付金を円滑に介護報酬果を継続する観点から、当該交付金を円滑に介護報酬果を継続する観点から、当該交付金を円滑に介護報酬果を継続する観点から、当該交付金を円滑に介護報酬 に移行し、当該交付金のに移行し、当該交付金のに移行し、当該交付金のに移行し、当該交付金の
対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的
とし、例外的かつ経過的な取り扱いとして、平成とし、例外的かつ経過的な取り扱いとして、平成とし、例外的かつ経過的な取り扱いとして、平成とし、例外的かつ経過的な取り扱いとして、平成27272727年年年年3333月月月月31313131日までの間、介護職日までの間、介護職日までの間、介護職日までの間、介護職
員処遇改善加算が創設されたところです員処遇改善加算が創設されたところです員処遇改善加算が創設されたところです員処遇改善加算が創設されたところです。。。。

このため、当該交付金の交付を受けていた介護サービス事業者は、原則としてこのため、当該交付金の交付を受けていた介護サービス事業者は、原則としてこのため、当該交付金の交付を受けていた介護サービス事業者は、原則としてこのため、当該交付金の交付を受けていた介護サービス事業者は、原則としてこのため、当該交付金の交付を受けていた介護サービス事業者は、原則としてこのため、当該交付金の交付を受けていた介護サービス事業者は、原則としてこのため、当該交付金の交付を受けていた介護サービス事業者は、原則としてこのため、当該交付金の交付を受けていた介護サービス事業者は、原則として
当該交付金による賃金改善の水準を維持することが求められています。当該交付金による賃金改善の水準を維持することが求められています。当該交付金による賃金改善の水準を維持することが求められています。当該交付金による賃金改善の水準を維持することが求められています。
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介護介護介護介護職員処遇改善計画書や実績報告書は毎年度提出が必要職員処遇改善計画書や実績報告書は毎年度提出が必要職員処遇改善計画書や実績報告書は毎年度提出が必要職員処遇改善計画書や実績報告書は毎年度提出が必要です。です。です。です。

・・・・介護介護介護介護職員処遇改善職員処遇改善職員処遇改善職員処遇改善計画書計画書計画書計画書
算定を受ける年度の前年度の算定を受ける年度の前年度の算定を受ける年度の前年度の算定を受ける年度の前年度の2222月末日まで。年度途中の場合は算定を受けよう月末日まで。年度途中の場合は算定を受けよう月末日まで。年度途中の場合は算定を受けよう月末日まで。年度途中の場合は算定を受けよう
とする月の前々月の末日までとする月の前々月の末日までとする月の前々月の末日までとする月の前々月の末日まで。（新規開所の事業所で、当該加算を取得する場。（新規開所の事業所で、当該加算を取得する場。（新規開所の事業所で、当該加算を取得する場。（新規開所の事業所で、当該加算を取得する場
合は申請の際に提出しております。）合は申請の際に提出しております。）合は申請の際に提出しております。）合は申請の際に提出しております。）

・実績・実績・実績・実績報告書報告書報告書報告書・実績・実績・実績・実績報告書報告書報告書報告書
各事業年度における各事業年度における各事業年度における各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までまでまでまでに、に、に、に、
介護職員処遇改善実績報告書を提出する。介護職員処遇改善実績報告書を提出する。介護職員処遇改善実績報告書を提出する。介護職員処遇改善実績報告書を提出する。

平成平成平成平成25252525年度介護職員処遇改善加算実績報告書の提出について年度介護職員処遇改善加算実績報告書の提出について年度介護職員処遇改善加算実績報告書の提出について年度介護職員処遇改善加算実績報告書の提出について

提出期限：提出期限：提出期限：提出期限：平成２６年７月３１日（木）平成２６年７月３１日（木）平成２６年７月３１日（木）平成２６年７月３１日（木）
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・・・・介護職員処遇改善加算は、介護職員処遇改善計画書に記載した賃金改善実介護職員処遇改善加算は、介護職員処遇改善計画書に記載した賃金改善実介護職員処遇改善加算は、介護職員処遇改善計画書に記載した賃金改善実介護職員処遇改善加算は、介護職員処遇改善計画書に記載した賃金改善実
施期間内において介護職員の賃金改善に要する額（賃金改善所要額）が、加算施期間内において介護職員の賃金改善に要する額（賃金改善所要額）が、加算施期間内において介護職員の賃金改善に要する額（賃金改善所要額）が、加算施期間内において介護職員の賃金改善に要する額（賃金改善所要額）が、加算
の総額を上回ることが、算定要件となっていますの総額を上回ることが、算定要件となっていますの総額を上回ることが、算定要件となっていますの総額を上回ることが、算定要件となっています。。。。
そのそのそのそのため、事業者は、毎月の介護報酬（加算）の請求の際には、当該加算によるため、事業者は、毎月の介護報酬（加算）の請求の際には、当該加算によるため、事業者は、毎月の介護報酬（加算）の請求の際には、当該加算によるため、事業者は、毎月の介護報酬（加算）の請求の際には、当該加算による
収入を把握し、計画書に定めた賃金改善実施期間内に介護職員に対する賃金収入を把握し、計画書に定めた賃金改善実施期間内に介護職員に対する賃金収入を把握し、計画書に定めた賃金改善実施期間内に介護職員に対する賃金収入を把握し、計画書に定めた賃金改善実施期間内に介護職員に対する賃金
改善を行い、改善を行い、改善を行い、改善を行い、必ず賃金改善所要額が加算の総額を上回るように注意してください必ず賃金改善所要額が加算の総額を上回るように注意してください必ず賃金改善所要額が加算の総額を上回るように注意してください必ず賃金改善所要額が加算の総額を上回るように注意してください。。。。

（例）（例）（例）（例） 平成平成平成平成25252525年度年度年度年度の介護職員処遇改善加算の賃金改善実施期間をの介護職員処遇改善加算の賃金改善実施期間をの介護職員処遇改善加算の賃金改善実施期間をの介護職員処遇改善加算の賃金改善実施期間を平成平成平成平成25252525年年年年4444
月から平成月から平成月から平成月から平成26262626年年年年3333月までと設定している月までと設定している月までと設定している月までと設定している場合場合場合場合月から平成月から平成月から平成月から平成26262626年年年年3333月までと設定している月までと設定している月までと設定している月までと設定している場合場合場合場合

・・・・ 加算を算定する最後のサービス提供月加算を算定する最後のサービス提供月加算を算定する最後のサービス提供月加算を算定する最後のサービス提供月 ３月３月３月３月
・・・・ 3333月サービス提供分に係る国保連に対する介護報酬（加算）請求月月サービス提供分に係る国保連に対する介護報酬（加算）請求月月サービス提供分に係る国保連に対する介護報酬（加算）請求月月サービス提供分に係る国保連に対する介護報酬（加算）請求月 ４月４月４月４月
・・・・ 上記に係る介護報酬（加算）の国保連からの支払月上記に係る介護報酬（加算）の国保連からの支払月上記に係る介護報酬（加算）の国保連からの支払月上記に係る介護報酬（加算）の国保連からの支払月 ５月５月５月５月

この場合、加算の支払月である５月時点では、既に賃金改善実施期間（３月）がこの場合、加算の支払月である５月時点では、既に賃金改善実施期間（３月）がこの場合、加算の支払月である５月時点では、既に賃金改善実施期間（３月）がこの場合、加算の支払月である５月時点では、既に賃金改善実施期間（３月）が
終了してしまっているため、この分は賃金改善に充当できません終了してしまっているため、この分は賃金改善に充当できません終了してしまっているため、この分は賃金改善に充当できません終了してしまっているため、この分は賃金改善に充当できません。。。。
このこのこのこの期間の加算の収入をあらかじめ見越した上で、賃金改善実施期間内（３月期間の加算の収入をあらかじめ見越した上で、賃金改善実施期間内（３月期間の加算の収入をあらかじめ見越した上で、賃金改善実施期間内（３月期間の加算の収入をあらかじめ見越した上で、賃金改善実施期間内（３月
末）までに賃金改善を終了できるよう注意してください。末）までに賃金改善を終了できるよう注意してください。末）までに賃金改善を終了できるよう注意してください。末）までに賃金改善を終了できるよう注意してください。
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対象者の範囲について対象者の範囲について対象者の範囲について対象者の範囲について

指定基準上の介護職員として勤務した者が対象であり、他の職種のみに従事指定基準上の介護職員として勤務した者が対象であり、他の職種のみに従事指定基準上の介護職員として勤務した者が対象であり、他の職種のみに従事指定基準上の介護職員として勤務した者が対象であり、他の職種のみに従事
してしてしてしているものは対象となりません。いるものは対象となりません。いるものは対象となりません。いるものは対象となりません。

看護職員、生活相談員、その他の職種で当該事業所などにおいて人員基準に定看護職員、生活相談員、その他の職種で当該事業所などにおいて人員基準に定看護職員、生活相談員、その他の職種で当該事業所などにおいて人員基準に定看護職員、生活相談員、その他の職種で当該事業所などにおいて人員基準に定
められた必要人員以上に配置しており、かつ、業務の支障がない範囲で介護職められた必要人員以上に配置しており、かつ、業務の支障がない範囲で介護職められた必要人員以上に配置しており、かつ、業務の支障がない範囲で介護職められた必要人員以上に配置しており、かつ、業務の支障がない範囲で介護職
員と兼務している場合、その介護業務に従事している実績がある職員は対象と員と兼務している場合、その介護業務に従事している実績がある職員は対象と員と兼務している場合、その介護業務に従事している実績がある職員は対象と員と兼務している場合、その介護業務に従事している実績がある職員は対象と員と兼務している場合、その介護業務に従事している実績がある職員は対象と員と兼務している場合、その介護業務に従事している実績がある職員は対象と員と兼務している場合、その介護業務に従事している実績がある職員は対象と員と兼務している場合、その介護業務に従事している実績がある職員は対象と
なります。なります。なります。なります。（常勤、非常勤を問わない）。（常勤、非常勤を問わない）。（常勤、非常勤を問わない）。（常勤、非常勤を問わない）。

法人の役員であっても介護職員の業務に従事している実績がある場合には対象法人の役員であっても介護職員の業務に従事している実績がある場合には対象法人の役員であっても介護職員の業務に従事している実績がある場合には対象法人の役員であっても介護職員の業務に従事している実績がある場合には対象
となります。ただし、この場合この役員には役員報酬ではなく「給与」として支払わとなります。ただし、この場合この役員には役員報酬ではなく「給与」として支払わとなります。ただし、この場合この役員には役員報酬ではなく「給与」として支払わとなります。ただし、この場合この役員には役員報酬ではなく「給与」として支払わ
れている必要があります。れている必要があります。れている必要があります。れている必要があります。
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賃金改善の方法賃金改善の方法賃金改善の方法賃金改善の方法

加算額加算額加算額加算額をどのように配分し賃金改善を行うかは、事業所（法人）の判断に委ねらをどのように配分し賃金改善を行うかは、事業所（法人）の判断に委ねらをどのように配分し賃金改善を行うかは、事業所（法人）の判断に委ねらをどのように配分し賃金改善を行うかは、事業所（法人）の判断に委ねら
れています。れています。れています。れています。
よって、対象となるすべての介護職員の賃金改善を行わなければ、加算を受けらよって、対象となるすべての介護職員の賃金改善を行わなければ、加算を受けらよって、対象となるすべての介護職員の賃金改善を行わなければ、加算を受けらよって、対象となるすべての介護職員の賃金改善を行わなければ、加算を受けら
れないということはありません。れないということはありません。れないということはありません。れないということはありません。
ただし、どのような賃金改善するかについては、すべての介護職員に周知する必ただし、どのような賃金改善するかについては、すべての介護職員に周知する必ただし、どのような賃金改善するかについては、すべての介護職員に周知する必ただし、どのような賃金改善するかについては、すべての介護職員に周知する必
要があります。要があります。要があります。要があります。要があります。要があります。要があります。要があります。

賃金改善対象となるもの賃金改善対象となるもの賃金改善対象となるもの賃金改善対象となるもの

基本給（ベースアップ、定期昇給）諸手当、賞与（一時金）基本給（ベースアップ、定期昇給）諸手当、賞与（一時金）基本給（ベースアップ、定期昇給）諸手当、賞与（一時金）基本給（ベースアップ、定期昇給）諸手当、賞与（一時金）

賃金改善対象賃金改善対象賃金改善対象賃金改善対象とならないものとならないものとならないものとならないもの

福利厚生費、退職手当、交通費、研修費用等福利厚生費、退職手当、交通費、研修費用等福利厚生費、退職手当、交通費、研修費用等福利厚生費、退職手当、交通費、研修費用等
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添付書類

提出書類提出書類提出書類提出書類 様式名様式名様式名様式名 提出対象提出対象提出対象提出対象

① 介護職員処遇改善加算実績報告書 別紙様式5 全事業所

② 事業所一覧表 添付書類1 全事業所

③ 都道府県状況一覧表 添付書類2 ※法人単位で他県に事業所
がある場合のみ

④ 市町村一覧表 添付書類3 ※法人単位で２つ以上の市
町に事業所がある場合のみ
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町に事業所がある場合のみ

⑤ 賃金改善に要した費用が確認できる
書類

※※※※実績報告に必要な書類に実績報告に必要な書類に実績報告に必要な書類に実績報告に必要な書類についてついてついてついて

指定権者指定権者指定権者指定権者によって上記以外に添付書類が必要な場合が御座います。によって上記以外に添付書類が必要な場合が御座います。によって上記以外に添付書類が必要な場合が御座います。によって上記以外に添付書類が必要な場合が御座います。
ホームページを参照して頂き、確認をお願いいたします。ホームページを参照して頂き、確認をお願いいたします。ホームページを参照して頂き、確認をお願いいたします。ホームページを参照して頂き、確認をお願いいたします。



別紙様式5 記入要領

①①①① 平成２５年度分介護職員処遇改善加算平成２５年度分介護職員処遇改善加算平成２５年度分介護職員処遇改善加算平成２５年度分介護職員処遇改善加算総額総額総額総額

・・・・国保連合会から送付される「介護職員処遇改善加算のお知らせ」国保連合会から送付される「介護職員処遇改善加算のお知らせ」国保連合会から送付される「介護職員処遇改善加算のお知らせ」国保連合会から送付される「介護職員処遇改善加算のお知らせ」参照参照参照参照
保険請求分に係る加算額と区分保険請求分に係る加算額と区分保険請求分に係る加算額と区分保険請求分に係る加算額と区分支給限度額を超えて、サービスを提供し支給限度額を超えて、サービスを提供し支給限度額を超えて、サービスを提供し支給限度額を超えて、サービスを提供し、、、、
そのそのそのその分の処遇改善加算額を徴収したときは、その額分の処遇改善加算額を徴収したときは、その額分の処遇改善加算額を徴収したときは、その額分の処遇改善加算額を徴収したときは、その額も加えることとし、そのも加えることとし、そのも加えることとし、そのも加えることとし、その
内訳が分かるようにすること。内訳が分かるようにすること。内訳が分かるようにすること。内訳が分かるようにすること。

②②②② 加算による賃金改善実施加算による賃金改善実施加算による賃金改善実施加算による賃金改善実施期間期間期間期間

・介護職員処遇改善計画書で記載した期間を記入すること。・介護職員処遇改善計画書で記載した期間を記入すること。・介護職員処遇改善計画書で記載した期間を記入すること。・介護職員処遇改善計画書で記載した期間を記入すること。・介護職員処遇改善計画書で記載した期間を記入すること。・介護職員処遇改善計画書で記載した期間を記入すること。・介護職員処遇改善計画書で記載した期間を記入すること。・介護職員処遇改善計画書で記載した期間を記入すること。

③③③③ 介護職員常勤換算数（②の期間の総数介護職員常勤換算数（②の期間の総数介護職員常勤換算数（②の期間の総数介護職員常勤換算数（②の期間の総数））））

・②の期間における常勤換算の延べ人数（月ごとの常勤換算の延べ人数の・②の期間における常勤換算の延べ人数（月ごとの常勤換算の延べ人数の・②の期間における常勤換算の延べ人数（月ごとの常勤換算の延べ人数の・②の期間における常勤換算の延べ人数（月ごとの常勤換算の延べ人数の
合計）を記入すること。合計）を記入すること。合計）を記入すること。合計）を記入すること。

④④④④ 介護職員に支給した賃金額（②の期間の総額介護職員に支給した賃金額（②の期間の総額介護職員に支給した賃金額（②の期間の総額介護職員に支給した賃金額（②の期間の総額））））

・②の期間における介護職員全体の総賃金額（退職手当を除く）を記入する。・②の期間における介護職員全体の総賃金額（退職手当を除く）を記入する。・②の期間における介護職員全体の総賃金額（退職手当を除く）を記入する。・②の期間における介護職員全体の総賃金額（退職手当を除く）を記入する。
・賃金改善額（加算による支給額）ではないので、ご注意下さい。・賃金改善額（加算による支給額）ではないので、ご注意下さい。・賃金改善額（加算による支給額）ではないので、ご注意下さい。・賃金改善額（加算による支給額）ではないので、ご注意下さい。
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⑤⑤⑤⑤ 介護介護介護介護職員一人当たり賃金月額（④職員一人当たり賃金月額（④職員一人当たり賃金月額（④職員一人当たり賃金月額（④÷③÷③÷③÷③））））

・④・④・④・④÷÷÷÷③で算出すること。（小数点以下四捨五入）③で算出すること。（小数点以下四捨五入）③で算出すること。（小数点以下四捨五入）③で算出すること。（小数点以下四捨五入）

⑥⑥⑥⑥ ②②②②の期間において実施した賃金改善のの期間において実施した賃金改善のの期間において実施した賃金改善のの期間において実施した賃金改善の概要概要概要概要

・・・・改善した給与項目とその内容について、できるだけ具体的に記載改善した給与項目とその内容について、できるだけ具体的に記載改善した給与項目とその内容について、できるだけ具体的に記載改善した給与項目とその内容について、できるだけ具体的に記載してしてしてして
くださいくださいくださいください。（｢何を」「いつ」｢誰に。（｢何を」「いつ」｢誰に。（｢何を」「いつ」｢誰に。（｢何を」「いつ」｢誰に((((人数）」「いくら」など明記してください。人数）」「いくら」など明記してください。人数）」「いくら」など明記してください。人数）」「いくら」など明記してください。））））

⑦⑦⑦⑦ 賃金賃金賃金賃金改善所要額（⑥に要した費用の総額）改善所要額（⑥に要した費用の総額）改善所要額（⑥に要した費用の総額）改善所要額（⑥に要した費用の総額）⑦⑦⑦⑦ 賃金賃金賃金賃金改善所要額（⑥に要した費用の総額）改善所要額（⑥に要した費用の総額）改善所要額（⑥に要した費用の総額）改善所要額（⑥に要した費用の総額）

・この総額が、積算内訳の合計額と一致すること・この総額が、積算内訳の合計額と一致すること・この総額が、積算内訳の合計額と一致すること・この総額が、積算内訳の合計額と一致すること
・当該加算を充てることができる法定福利費とは、・当該加算を充てることができる法定福利費とは、・当該加算を充てることができる法定福利費とは、・当該加算を充てることができる法定福利費とは、賃金改善に伴う法定福利賃金改善に伴う法定福利賃金改善に伴う法定福利賃金改善に伴う法定福利
費等の事業主負担増額分のみ費等の事業主負担増額分のみ費等の事業主負担増額分のみ費等の事業主負担増額分のみとなります。となります。となります。となります。

⑧⑧⑧⑧ 介護職員一人あたり賃金改善月額（⑦介護職員一人あたり賃金改善月額（⑦介護職員一人あたり賃金改善月額（⑦介護職員一人あたり賃金改善月額（⑦÷③÷③÷③÷③））））

・・・・（⑦（⑦（⑦（⑦÷③÷③÷③÷③）で算出すること（小数点以下四捨五入））で算出すること（小数点以下四捨五入））で算出すること（小数点以下四捨五入））で算出すること（小数点以下四捨五入）
・加算分の支給額ではないので注意すること。・加算分の支給額ではないので注意すること。・加算分の支給額ではないので注意すること。・加算分の支給額ではないので注意すること。
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介護職員常勤換算

【常勤換算方法【常勤換算方法【常勤換算方法【常勤換算方法】】】】

「当該事業所の従業者の勤務「当該事業所の従業者の勤務「当該事業所の従業者の勤務「当該事業所の従業者の勤務延時間数」延時間数」延時間数」延時間数」を「当該事業所において常勤の従業者を「当該事業所において常勤の従業者を「当該事業所において常勤の従業者を「当該事業所において常勤の従業者
が勤務すべき時間数」で除することにより、当該事業所の従業者の員数を、常勤が勤務すべき時間数」で除することにより、当該事業所の従業者の員数を、常勤が勤務すべき時間数」で除することにより、当該事業所の従業者の員数を、常勤が勤務すべき時間数」で除することにより、当該事業所の従業者の員数を、常勤
の従業者の員数に換算する方法をいうの従業者の員数に換算する方法をいうの従業者の員数に換算する方法をいうの従業者の員数に換算する方法をいう。。。。

例：例：例：例：HHHH２６年４月において（常勤職員が勤務する時間、２６年４月において（常勤職員が勤務する時間、２６年４月において（常勤職員が勤務する時間、２６年４月において（常勤職員が勤務する時間、160160160160時間の場合）時間の場合）時間の場合）時間の場合）

介護介護介護介護職（常勤職員）職（常勤職員）職（常勤職員）職（常勤職員）3333名名名名→→→→常勤換算数：常勤換算数：常勤換算数：常勤換算数：3333名名名名
介護職（非常勤）介護職（非常勤）介護職（非常勤）介護職（非常勤）AAAAさん：８０時間、さん：８０時間、さん：８０時間、さん：８０時間、BBBBさん：８０時間、さん：８０時間、さん：８０時間、さん：８０時間、CCCCさんさんさんさん64646464時間時間時間時間
（８０＋８０＋６４）（８０＋８０＋６４）（８０＋８０＋６４）（８０＋８０＋６４）÷÷÷÷160160160160時間＝１．４名時間＝１．４名時間＝１．４名時間＝１．４名
１ヶ月１ヶ月１ヶ月１ヶ月の常勤の常勤の常勤の常勤換算数合計＝４．４名換算数合計＝４．４名換算数合計＝４．４名換算数合計＝４．４名
※※※※小数点第小数点第小数点第小数点第2222位以下切捨て位以下切捨て位以下切捨て位以下切捨て
※※※※これをこれをこれをこれを12121212か月分算定し、総数を出します。か月分算定し、総数を出します。か月分算定し、総数を出します。か月分算定し、総数を出します。
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よくあるよくあるよくあるよくある賃金改善額賃金改善額賃金改善額賃金改善額のののの算出誤算出誤算出誤算出誤りのりのりのりの事例事例事例事例

１．１．１．１． 非正規職員から正規職員へ転換そのものを賃金改善とみなしている非正規職員から正規職員へ転換そのものを賃金改善とみなしている非正規職員から正規職員へ転換そのものを賃金改善とみなしている非正規職員から正規職員へ転換そのものを賃金改善とみなしている
非正規非正規非正規非正規→→→→正規になった際の差額全額の計上は認められない。正規になった際の差額全額の計上は認められない。正規になった際の差額全額の計上は認められない。正規になった際の差額全額の計上は認められない。
この場合当該職員が賃金改善前の時点で正規職員として勤務していたこの場合当該職員が賃金改善前の時点で正規職員として勤務していたこの場合当該職員が賃金改善前の時点で正規職員として勤務していたこの場合当該職員が賃金改善前の時点で正規職員として勤務していたとととと
仮定仮定仮定仮定し、その当時の給与と比較して増額していれば、その増額分のみがし、その当時の給与と比較して増額していれば、その増額分のみがし、その当時の給与と比較して増額していれば、その増額分のみがし、その当時の給与と比較して増額していれば、その増額分のみが賃賃賃賃
金金金金改善額と改善額と改善額と改善額となるなるなるなる。。。。

２．２．２．２． 新規に増員した介護職員の場合、増員職員の給与額そのものを賃金新規に増員した介護職員の場合、増員職員の給与額そのものを賃金新規に増員した介護職員の場合、増員職員の給与額そのものを賃金新規に増員した介護職員の場合、増員職員の給与額そのものを賃金改善改善改善改善
額額額額とみなしてとみなしてとみなしてとみなしているいるいるいる額額額額とみなしてとみなしてとみなしてとみなしているいるいるいる
→→→→増員者の給与額そのものを賃金改善額とみなすことはできない。増員者の給与額そのものを賃金改善額とみなすことはできない。増員者の給与額そのものを賃金改善額とみなすことはできない。増員者の給与額そのものを賃金改善額とみなすことはできない。
当該職員が賃金改善前に職員として勤務していたと仮定し、当時の当該職員が賃金改善前に職員として勤務していたと仮定し、当時の当該職員が賃金改善前に職員として勤務していたと仮定し、当時の当該職員が賃金改善前に職員として勤務していたと仮定し、当時の賃金算賃金算賃金算賃金算
定ルールを定ルールを定ルールを定ルールを、当該職員に適用し、増額していればその増額分のみが、当該職員に適用し、増額していればその増額分のみが、当該職員に適用し、増額していればその増額分のみが、当該職員に適用し、増額していればその増額分のみが賃金改賃金改賃金改賃金改
善善善善額となる額となる額となる額となる。。。。

３．３．３．３． 研修費用の捻出や、被服の提供を賃金改善とみなしている研修費用の捻出や、被服の提供を賃金改善とみなしている研修費用の捻出や、被服の提供を賃金改善とみなしている研修費用の捻出や、被服の提供を賃金改善とみなしている
→→→→賃金でないものの提供等を賃金改善額とみなすことはできない。賃金でないものの提供等を賃金改善額とみなすことはできない。賃金でないものの提供等を賃金改善額とみなすことはできない。賃金でないものの提供等を賃金改善額とみなすことはできない。
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加算の停止、不正受給額の返還

都道府県知事などは、加算を受け取っている事業者が都道府県知事などは、加算を受け取っている事業者が都道府県知事などは、加算を受け取っている事業者が都道府県知事などは、加算を受け取っている事業者が、、、、加算の算定用件を満た加算の算定用件を満た加算の算定用件を満た加算の算定用件を満た
さなくなった場合や虚偽または不正の手段により加算を受けたさなくなった場合や虚偽または不正の手段により加算を受けたさなくなった場合や虚偽または不正の手段により加算を受けたさなくなった場合や虚偽または不正の手段により加算を受けた場合、既場合、既場合、既場合、既に支給さに支給さに支給さに支給さ
れた加算の一部れた加算の一部れた加算の一部れた加算の一部若しく若しく若しく若しくは全部を不正受給として返還させ、または、加算を取り消は全部を不正受給として返還させ、または、加算を取り消は全部を不正受給として返還させ、または、加算を取り消は全部を不正受給として返還させ、または、加算を取り消
すことができる。（複数サービス事業所を一括申請している場合は、指定権者間すことができる。（複数サービス事業所を一括申請している場合は、指定権者間すことができる。（複数サービス事業所を一括申請している場合は、指定権者間すことができる。（複数サービス事業所を一括申請している場合は、指定権者間
で連携をはかり、監査等を実施する）。で連携をはかり、監査等を実施する）。で連携をはかり、監査等を実施する）。で連携をはかり、監査等を実施する）。

・加算・加算・加算・加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算
による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回ってによる収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回ってによる収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回ってによる収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回ってによる収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回ってによる収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回ってによる収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回ってによる収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回って
いる場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。なお、悪質な事例いる場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。なお、悪質な事例いる場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。なお、悪質な事例いる場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。なお、悪質な事例
については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となるについては、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となるについては、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となるについては、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。。。。

※※※※実績報告書が提出されない場合、加算の算定用件を満たしていない不正請求実績報告書が提出されない場合、加算の算定用件を満たしていない不正請求実績報告書が提出されない場合、加算の算定用件を満たしていない不正請求実績報告書が提出されない場合、加算の算定用件を満たしていない不正請求
として全額返還となりますとして全額返還となりますとして全額返還となりますとして全額返還となります。。。。
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研修計画と議事録

研修テーマ研修テーマ研修テーマ研修テーマ 対象者対象者対象者対象者 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

法令遵守の理解 全職員 ○ ○

ヒヤリハット事例への対応 全職員 ○ ○

基本的な接遇・マナーの理
解

初任職員 ○

認知症の方への理解 全職員 ○ ○

介護保険でできること、でき
ないこと

中堅社員 ○

基本的な防火対策の理解 全職員 ○

虐待防止・身体拘束 全職員 ○

13

感染症への理解 全職員 ○ ○

その他その他その他その他のののの計画計画計画計画
・月・月・月・月１回のケアカンファレンス、ケース検討の実施。（全職員１回のケアカンファレンス、ケース検討の実施。（全職員１回のケアカンファレンス、ケース検討の実施。（全職員１回のケアカンファレンス、ケース検討の実施。（全職員））））
・新人・新人・新人・新人介護職員に対し、経験者が、日常業務の中での技術指導・業務に対する相談を介護職員に対し、経験者が、日常業務の中での技術指導・業務に対する相談を介護職員に対し、経験者が、日常業務の中での技術指導・業務に対する相談を介護職員に対し、経験者が、日常業務の中での技術指導・業務に対する相談を実施実施実施実施
する。する。する。する。
・都道府県が実施する研修会への参加。（希望者・都道府県が実施する研修会への参加。（希望者・都道府県が実施する研修会への参加。（希望者・都道府県が実施する研修会への参加。（希望者））））

※※※※毎月のスタッフ研修と、議事録を残してください。研修資料については樹楽ホームページ、毎月のスタッフ研修と、議事録を残してください。研修資料については樹楽ホームページ、毎月のスタッフ研修と、議事録を残してください。研修資料については樹楽ホームページ、毎月のスタッフ研修と、議事録を残してください。研修資料については樹楽ホームページ、
加盟施設専用サイト、研修会のお知らせと資料からダウンロード出来ます。加盟施設専用サイト、研修会のお知らせと資料からダウンロード出来ます。加盟施設専用サイト、研修会のお知らせと資料からダウンロード出来ます。加盟施設専用サイト、研修会のお知らせと資料からダウンロード出来ます。


